
箕
面
市
公
園
・
歩
道
等
の
自
主
管
理
支
援
要
綱

（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
五
号
）

改
正

平
成
二
十
九
年

三
月
三
十
一
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
八
号

改
正

平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
九
日
箕
面
市
訓
令
第

十
五
号

改
正

令
和

元
年

九
月

三
十
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
二
号

改
正

令
和

二
年

七
月
三
十
一
日
箕
面
市
訓
令
第
四
十
七
号

改
正

令
和

三
年
十
二
月
二
十
四
日
箕
面
市
訓
令
第
七
十
五
号

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
市
が
管
理
す
る
公
園
、
緑
地
（
山
間
部
又
は
山
麓
部
に
あ
る

も
の
を
除
く
。
）
、
河
川
、
特
定
の
市
道
路
線
の
歩
道
及
び
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

施
設
で
市
長
が
特
に
認
め
る
も
の
（
以
下
「
公
園
・
歩
道
等
」
と
い
う
。
）
を
市
民
及

び
市
が
協
働
し
て
安
全
で
快
適
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
根
ざ
し
た
魅
力
的
な
場
に

し
て
い
く
た
め
、
市
民
に
よ
る
公
園
・
歩
道
等
の
自
主
管
理
（
以
下
「
自
主
管
理
」

と
い
う
。
）
の
支
援
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
自
主
管
理
の
対
象
区
域
等
）

第
二
条

市
民
が
自
主
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
公
園
・
歩
道
等
の
範
囲
は
、
公
園
・

歩
道
等
の
敷
地
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
市
が
指
定
す
る
区
域
と
す
る
。

２

市
は
、
公
園
・
歩
道
等
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
前
項
の
区
域
の
全
部
又

は
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

市
は
、
一
の
公
園
・
歩
道
等
の
区
域
に
お
い
て
、
複
数
の
者
が
自
主
管
理
を
希
望

し
た
場
合
は
、
そ
の
区
域
を
分
割
す
る
等
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
役
割
分
担
）

第
三
条

自
主
管
理
が
行
わ
れ
る
公
園
・
歩
道
等
に
お
い
て
、
市
民
及
び
市
が
協
働
し

て
い
く
た
め
の
主
な
役
割
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

市
民
は
、
地
域
の
公
園
・
歩
道
等
を
ア
ド
プ
ト
（
里
親
）
に
よ
り
自
主
的
に
管



理
す
る
も
の
と
す
る
。

二

市
は
、
公
園
・
歩
道
等
の
専
門
的
技
術
等
を
要
す
る
維
持
管
理
を
行
う
ほ
か
、

市
民
が
行
う
自
主
管
理
に
つ
い
て
、
魅
力
付
け
及
び
管
理
技
術
の
向
上
に
必
要
な

支
援
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
援
の
対
象
と
な
る
団
体
）

第
四
条

市
長
は
、
次
に
掲
げ
る
団
体
が
自
主
管
理
を
行
う
場
合
は
、
自
主
管
理
支
援

対
象
団
体
（
以
下
「
管
理
団
体
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

自
治
会
、
老
人
ク
ラ
ブ
、
子
ど
も
会
そ
の
他
の
地
域
団
体

二

箕
面
市
非
営
利
公
益
市
民
活
動
促
進
条
例
（
平
成
十
一
年
箕
面
市
条
例
第
二
十

七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
団
体

三

公
園
・
歩
道
等
の
自
主
管
理
の
た
め
に
結
成
し
た
グ
ル
ー
プ
（
そ
の
構
成
員
が

一
名
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
自
主
管
理
を
行
う
団
体
と
し
て
市
長
が
特
に

認
め
た
も
の

２

管
理
団
体
は
、
自
主
管
理
を
行
う
公
園
・
歩
道
等
に
お
い
て
近
隣
住
民
等
の
幅
広

い
参
加
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
支
援
の
対
象
と
な
る
自
主
管
理
）

第
五
条

こ
の
要
綱
に
よ
る
支
援
の
対
象
と
な
る
自
主
管
理
は
、
別
表
に
定
め
る
管
理

内
容
と
す
る
。

２

管
理
団
体
は
、
別
表
に
掲
げ
る
管
理
内
容
の
う
ち
か
ら
実
施
し
よ
う
と
す
る
自
主

管
理
の
内
容
を
自
主
的
に
選
択
し
、
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
一
名
で

自
主
管
理
を
行
う
場
合
は
、
原
則
、
管
理
内
容
を
清
掃
・
点
検
等
に
限
る
も
の
と
す

る
。

（
支
援
の
内
容
）

第
六
条

市
長
は
、
管
理
団
体
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
の
区
分
に
応
じ



当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

自
主
管
理
交
付
金

年
度
を
通
し
て
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
管
理
内
容
に
つ
い
て

同
表
中
欄
に
掲
げ
る
管
理
頻
度
を
満
た
し
た
場
合
に
お
い
て
、
自
主
管
理
を
行
う

公
園
・
歩
道
等
の
面
積
に
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
ポ
イ
ン
ト
数
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、

毎
年
度
の
市
予
算
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
一
ポ
イ
ン
ト
当
た
り
の
換
算
額
を
乗

じ
て
得
た
額

二

初
度
交
付
金

管
理
団
体
が
新
た
に
公
園
・
歩
道
等
の
自
主
管
理
を
行
う
場
合

に
お
い
て
、
一
回
に
限
り
、
新
た
に
自
主
管
理
を
行
う
公
園
・
歩
道
等
の
面
積
に
、

そ
の
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
毎
年
度
の
市
予
算
の
範
囲
内
で
別
に
定
め
る
換
算

額
を
乗
じ
て
得
た
額

２

市
長
は
、
管
理
団
体
が
行
う
自
主
管
理
の
実
態
に
応
じ
て
、
又
は
管
理
団
体
の
要

請
を
受
け
て
、
そ
の
必
要
性
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
次
に
掲
げ
る
支
援
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

草
刈
り
機
等
の
機
材
の
貸
出
し

二

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ご
み
袋
の
配
付

三

作
業
用
具
を
収
納
す
る
倉
庫
の
貸
出
し

四

自
主
管
理
活
動
中
に
管
理
団
体
の
構
成
員
が
身
体
に
傷
害
を
被
っ
た
場
合
の
箕

面
市
市
民
総
合
災
害
補
償
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
箕
面
市
規
程
第
二
号
）
に
基
づ

く
補
償

五

自
主
管
理
活
動
中
に
第
三
者
に
損
害
を
与
え
る
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
示
談

交
渉
及
び
賠
償
金
の
支
払
に
係
る
保
険
の
加
入

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
は
、
別
表
に
掲
げ
る
管
理
内
容
に
応
じ
て

必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
管
理
団
体
の
指
定
等
の
申
請
）

第
七
条

管
理
団
体
の
指
定
を
受
け
て
自
主
管
理
交
付
金
の
交
付
の
申
請
を
し
よ
う
と



す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
自
主
管
理
支
援
対
象
団
体
指
定
兼
自
主

管
理
交
付
金
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
て
、

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
団
体
の
指
定
等
及
び
通
知
）

第
八
条

市
長
は
、
申
請
者
か
ら
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
園
・
歩
道
等
の
範
囲
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理

団
体
の
要
件
及
び
当
該
申
請
の
内
容
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
の
う
え
、
当

該
申
請
者
に
よ
る
自
主
管
理
が
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
管
理
団
体
の
指
定
及
び
自

主
管
理
交
付
金
の
交
付
の
決
定
を
し
、
適
当
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
不
交
付
の

決
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
団
体
の
指
定
及
び
自
主
管
理
交
付
金
の
交
付

を
決
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
自
主
管
理
支
援
対
象
団
体
指
定
兼

自
主
管
理
交
付
金
決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
号
。
以
下
「
自
主
管
理
交
付
金
決
定
通

知
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

翌
年
度
以
降
の
自
主
管
理
交
付
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
市
長
が
管
理
団
体

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３

市
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
団
体
の
指
定
を
せ
ず
、
自
主
管
理
交
付
金

の
不
交
付
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

（
管
理
内
容
の
変
更
又
は
自
主
管
理
の
中
止
）

第
九
条

管
理
団
体
は
、
自
主
管
理
の
内
容
を
変
更
し
、
又
は
や
む
を
得
な
い
事
情
に

よ
り
自
主
管
理
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
自
主
管
理
変
更
（
中
止
）
届
出
書

（
様
式
第
三
号
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
長
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
き
自
主
管
理
交
付
金
の
交
付
決
定
を
変
更
す
る
と

き
は
、
自
主
管
理
交
付
金
変
更
決
定
通
知
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も



の
と
す
る
。

（
自
主
管
理
の
遂
行
義
務
）

第
十
条

管
理
団
体
は
、
自
主
管
理
交
付
金
決
定
通
知
書
又
は
自
主
管
理
交
付
金
変
更

決
定
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
管
理
場
所
及
び
管
理
内
容
に
つ
い
て
、
別
表
中
欄
に
定

め
る
管
理
頻
度
で
継
続
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
管
理
団
体
へ
の
指
導
）

第
十
一
条

市
長
は
、
自
主
管
理
が
適
正
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
る
た
め
、
管
理
団
体

に
対
し
、
必
要
な
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
主
管
理
の
状
況
報
告
）

第
十
二
条

管
理
団
体
は
、
自
主
管
理
交
付
金
決
定
通
知
書
又
は
自
主
管
理
交
付
金
変

更
決
定
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
管
理
場
所
及
び
管
理
内
容
に
つ
い
て
、
自
ら
が
実
施

し
た
活
動
を
記
録
し
、
月
ご
と
に
自
主
管
理
報
告
書
（
様
式
第
五
号
）
を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
団
体
は
、
活
動
し
た
日
ご
と
に
、
そ
の
活
動
し
た
年
月
日
、
管
理
場
所
そ

の
他
市
長
が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
、
自
ら
が
実
施
し
た
活
動
内
容
が
分
か
る
写
真

を
添
付
し
た
電
子
メ
ー
ル
を
市
長
に
送
信
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
自
主
管
理
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
自
主
管
理
報
告
書
（
前
項
の
電
子
メ
ー
ル
を
含
む
。
）
は
、
毎
年
度
、

四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
分
を
十
月
十
日
ま
で
に
、
十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
分
を

四
月
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
主
管
理
交
付
金
の
交
付
等
）

第
十
三
条

市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
自
主
管
理
報
告
書
（
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
送
信
さ
れ
た
電
子
メ
ー
ル
を
含
む
。
）
の
内
容
を
審
査
し
、
管
理

団
体
に
よ
る
自
主
管
理
が
第
十
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
提
出
が
あ
っ
た
月
数
分
の
自
主
管
理
交
付
金
を
部
分
払
い



に
よ
り
当
該
管
理
団
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
部
分
払
い
に
よ
る
自
主
管
理
交
付
金
の
額
は
、
管
理
団
体
の
自
主
管
理
の

期
間
が
一
月
以
上
あ
る
場
合
は
、
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
し
た
当
該
年

度
の
自
主
管
理
交
付
金
の
額
（
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
主
管
理
交
付
金
の

額
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
変
更
後
の
額
）
の
う
ち
、
自
主
管
理
を
行
っ
た

月
数
に
相
当
す
る
額
と
し
、
自
主
管
理
の
期
間
が
一
月
に
満
た
な
い
場
合
は
、
零
と

す
る
。

（
初
度
交
付
金
の
交
付
等
）

第
十
四
条

初
度
交
付
金
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ

る
管
理
団
体
の
指
定
等
の
申
請
を
す
る
と
き
に
、
初
度
交
付
金
申
請
書
（
様
式
第
六

号
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
審
査
し
、
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
初
度

交
付
金
の
交
付
を
決
定
し
、
適
当
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
不
交
付
を
決
定

す
る
も
の
と
す
る
。

３

市
長
は
、
初
度
交
付
金
の
交
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
第
五
項
に
規
定
す
る
条
件

を
付
し
て
初
度
交
付
金
決
定
通
知
書
（
様
式
第
七
号
）
に
よ
り
当
該
申
請
を
し
た
管

理
団
体
に
通
知
し
、
初
度
交
付
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

市
長
は
、
初
度
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た
管
理
団
体
が
、
当
該
交
付
の
対
象
と
な

っ
た
公
園
・
歩
道
等
に
お
け
る
自
主
管
理
の
期
間
が
一
年
に
満
た
ず
に
当
該
自
主
管

理
を
終
了
し
た
と
き
（
次
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
団
体
の
指
定
が
取
り
消
さ
れ
て
終

了
し
た
場
合
を
含
む
。
）
は
、
特
段
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
既
に
交
付
し
た
初

度
交
付
金
の
全
額
を
返
還
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
）

第
十
五
条

市
長
は
、
管
理
団
体
が
第
十
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
適
切
に
自
主

管
理
を
行
わ
な
い
場
合
又
は
管
理
団
体
に
よ
る
自
主
管
理
の
継
続
が
困
難
で
あ
る
と



認
め
た
場
合
は
、
当
該
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
十
六
条

こ
の
要
綱
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則
（
平
成
二
十
二
年
箕
面
市
訓
令
第
二
十
五
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
要
綱
の
施
行
の
日
前
に
、
改
正
前
の
箕
面
市
公
共
施
設
等
市
民
自
主
管
理
活

動
支
援
要
綱
（
以
下
「
旧
要
綱
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
公
共
施
設
等
の
自
主
管

理
活
動
を
し
て
い
た
活
動
団
体
に
対
す
る
同
日
前
の
自
主
管
理
活
動
の
期
間
に
係
る

旧
要
綱
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
旧
公
共
施
設
等
の
活
動
団
体
に
係
る
特
例
）

３

こ
の
要
綱
の
施
行
の
日
前
に
旧
要
綱
の
規
定
に
よ
り
公
共
施
設
等
の
自
主
管
理
活

動
を
し
て
い
た
活
動
団
体
が
、
引
き
続
き
改
正
後
の
箕
面
市
公
園
・
歩
道
等
の
自
主
管

理
支
援
要
綱
（
以
下
「
新
要
綱
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
管
理
団
体
の
指
定

を
受
け
て
自
主
管
理
を
す
る
場
合
に
限
り
、
新
要
綱
第
一
条
、
第
二
条
、
第
五
条
及
び

別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
継
続
し
て
同
一
の
公
共
施
設
等
（
旧
要
綱
第
一
条
に
規

定
す
る
公
共
施
設
等
の
う
ち
、
新
要
綱
第
一
条
に
規
定
す
る
公
園
・
歩
道
等
以
外
の
施

設
又
は
区
域
を
い
う
。
）
の
自
主
管
理
を
行
い
、
又
は
公
園
・
歩
道
等
に
お
い
て
継
続
し

て
同
一
の
管
理
内
容
（
旧
要
綱
別
表
上
欄
に
掲
げ
る
活
動
内
容
を
含
む
。
）
に
よ
り
自
主



管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
要
綱
別
表
に
定
め
の
な
い
管

理
内
容
の
管
理
頻
度
及
び
ポ
イ
ン
ト
数
に
つ
い
て
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則
（
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日
箕
面
市
訓
令
第
十
五
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
元
年
九
月
三
十
日
箕
面
市
訓
令
第
二
十
二
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
箕
面
市
訓
令
第
四
十
七
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
箕
面
市
訓
令
第
七
十
五
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



別
表
（
第
五
条
、
第
六
条
、
第
十
条
関
係
）

一

公
園
・
歩
道
等
の
う
ち
公
園
、
緑
地
（
山
間
部
又
は
山
麓
部
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
の
自
主
管
理

備
考 そ

の
他

花
壇
管
理

ト
イ
レ
清
掃

中
低
木
管
理

除
草
（
グ
ラ
ウ
ン
ド
以
外
）

除
草
（
グ
ラ
ウ
ン
ド
）

清
掃
・
点
検
等

管
理
内
容

内
容
に
応
じ
別
に
定
め
る

日
常
管
理
は
随
時
、
植
替
え

は
年
二
回
以
上

週
二
回
（
十
二
月
、
一
月
及
び

二
月
の
間
は
、
週
一
回
以
上
）

年
一
回
以
上

年
二
回
以
上

年
二
回
以
上

月
二
回
以
上

管
理
頻
度

内
容
に
応
じ
別
に
定
め
る

六
五

五
〇
〇

六
・
五

一
・
二
五

一一
・
〇
五

ポ
イ
ン
ト
数
（
面
積
一
平
方

メ
ー
ト
ル
当
た
り
・
年
）



一

除
草
を
す
る
場
合
は
、
当
該
実
施
場
所
に
お
い
て
、
月
二
回
以
上
の
清
掃
・

点
検
等
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
自
主
管
理
団
体
が
清
掃
・
点
検
等
を
行
う

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

二

中
低
木
管
理
又
は
花
壇
管
理
を
実
施
す
る
場
合
は
、
当
該
実
施
場
所
に
お
い

て
、
月
二
回
以
上
の
清
掃
・
点
検
等
を
行
う
こ
と
。

三

花
壇
管
理
に
お
い
て
植
替
え
を
し
た
月
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
月
の
自
主

管
理
報
告
書
に
植
替
え
後
の
写
真
を
添
付
す
る
こ
と
。



二

公
園
・
歩
道
等
の
う
ち
河
川
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
の
自
主
管
理

備
考

一

管
理
場
所
は
、
橋
り
ょ
う
間
等
地
形
又
は
地
物
で
判
別
で
き
る
区
域
と
す
る
。

二

清
掃
・
点
検
等
は
、
必
須
と
す
る
。

そ
の
他

除
草

清
掃
・
点
検
等

管
理
内
容

内
容
に
応
じ
別
に
定
め
る

年
二
回
以
上

月
二
回
以
上

管
理
頻
度

内
容
に
応
じ
別
に
定
め
る

一一ポ
イ
ン
ト
数
（
面
積
一
平
方

メ
ー
ト
ル
当
た
り
・
年
）



三

公
園
・
歩
道
等
の
う
ち
特
定
の
市
道
路
線
の
歩
道
の
自
主
管
理

備
考

一

管
理
場
所
の
最
小
単
位
は
、
交
差
点
等
の
構
造
物
で
区
域
が
明
確
に
分
か
れ

る
区
間
と
す
る
。

二

清
掃
・
点
検
等
は
、
必
須
と
す
る
。

三

中
低
木
管
理
の
面
積
は
、
安
全
に
作
業
で
き
る
範
囲
の
面
積
と
す
る
。

四

側
溝
清
掃
は
、
歩
道
内
の
側
溝
に
限
る
。

そ
の
他

側
溝
清
掃

中
低
木
管
理

除
草

清
掃
・
点
検
等

管
理
内
容

内
容
に
応
じ
別
に
定
め
る

年
一
回
以
上

年
一
回
以
上

年
二
回
以
上

年
二
十
四
回
以
上

管
理
頻
度

内
容
に
応
じ
別
に
定
め
る

九
（
蓋
の
あ
る
側
溝
の
場
合
は
、

十
二
）

五一一
・
五

ポ
イ
ン
ト
数
（
面
積
一
平
方

メ
ー
ト
ル
当
た
り
・
年
）


